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健康経営®とは
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従業員の健康づくりを経営的視点で考え戦略的に実践することです。

「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

労働契約法第５条において、使用者（事業者）には労働者に対する「安全配慮義務」が課されています。
この条文の「生命、身体等の安全」には、「心身の健康」も含まれます。

事業者が従業員の「健康づくり」に取り組むことは法令上の義務です。

生産性の向上

• 欠勤率や離職率の低下
• 業務効率の向上
• ワークエンゲージメント※1の向上

イメージアップ

• 企業ブランド価値の向上
• 人材確保の優位性

リスクマネジメント

• 労災の発生防止
• 病気による欠員リスクの回避

会社負担軽減

• 休業補償の負担軽減
• 健康保険料の負担軽減※2

※1 「ワークエンゲージメント」とは仕事に対し
て前向きで充実した心理状態のこと

※2 健診受診率等が上がると健康保険料率が軽減
されます（インセンティブ制度）。
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熊本の健康課題（１）
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

一人当たり医療費の推移 熊本

全国

年齢調整 なし

一人当たり医療費
（年齢調整なし）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

熊本支部
（全国順位）

191,671円
（7位）

189,175円
（5位）

201,777円
（5位）

214,453円
（4位）

全国平均 181,611円 176,650円 190,775円 200,954円

一人当たり医療費が、全国平均を上回り、かつ増加傾向にあります。

医療費の内訳は…？ 次ページへ

出典：協会けんぽ情報系システム

（円）
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熊本の健康課題（２）
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-1.20% -0.80% -0.40% 0.00% 0.40% 0.80% 1.20%

99 不明
30 歯科

22 特殊目的用コード
19 損傷、中毒及びその他の外因の影響

18 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分…
17 先天奇形、変形及び染色体異常

16 周産期に発生した病態
15 妊娠、分娩及び産じょく

14 腎尿路生殖器系の疾患
13 筋骨格系及び結合組織の疾患

12 皮膚及び皮下組織の疾患
11 消化器系の疾患
10 呼吸器系の疾患
09 循環器系の疾患

08 耳及び乳様突起の疾患
07 眼及び付属器の疾患

06 神経系の疾患
05 精神及び行動の障害

04 内分泌、栄養及び代謝疾患
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

02 新生物
01 感染症及び寄生虫症

地域差に係る乖離率寄与度

特に、循環器系や腎臓疾患等で、一人当たり医療費が高いことが目立ちます。

地域差に係る乖離率寄与度・・・一人当たり医療費において、ある疾病分類が全国平均との乖離（地域差）にど
のような影響をどの程度与えているのかを示します。寄与度がプラスであれば一人当たり医療費の増加方向に影
響しています。

(令和4年度)

出典：協会けんぽ情報系システム
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熊本の健康課題（３）
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勤務先の業態別で見ると、全国平均を上回っている業態が過半数あります。
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熊本支部の一人当たり医療費と全国平均の一人当たり医療費との差

全国平均より低い 全国平均より高い

(任継除く)

(令和4年度)

「医療業・保健衛生」「社会保険・社会福祉・介護事業」
「総合工事業」業態の一人当たり医療費が突出している。

過半数の業態で一人当たり医療費が全国平均を上回っており、中でも「医療業・保健衛生」「社会保険・社会福
祉・介護事業」「総合工事業」の業態が、全国平均を大きく上回っています。

出典：協会けんぽ情報系システム
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熊本の健康課題（４）
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03 総合工事業

18 その他の運輸業

33 医療業・保健衛生

-0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20%

14 腎尿路生殖器系の疾患

09 循環器系の疾患

04 内分泌、栄養及び代謝疾患

業態別の地域差に係る乖離率寄与度

01 農林水産業 02 鉱業、採石業、砂利採取業 03 総合工事業

04 職別工事業 05 設備工事業 06 食料品・たばこ製造業

07 繊維製品製造業 08 木製品・家具等製造業 09 紙製品製造業

10 印刷・同関連業 11 化学工業・同類似業 12 金属工業

13 機械器具製造業 14 その他の製造業 15 電気・ガス・熱供給・水道業

16 情報通信業 17 道路貨物運送業 18 その他の運輸業

19 卸売業 20 飲食料品以外の小売業 21 飲食料品小売業

22 無店舗小売業 23 金融・保険業 24 不動産業

25 物品賃貸業 26 学術研究機関 27 専門・技術サービス業

28 飲食店 29 宿泊業 30 対個人サービス業

31 娯楽業 32 教育・学習支援業 33 医療業・保健衛生

34 社会保険・社会福祉・介護事業 35 複合サービス業 36 職業紹介・労働者派遣業

37 その他の対事業所サービス業 38 修理業 39 廃棄物処理業

40 政治・経済・文化団体 41 その他のサービス業 42 公務

43 有資格者が法律会計関係業務を行う事業

一人当たり医療費が高い疾病を、さらに業態別に見てみると・・・

(令和4年度)

出典：協会けんぽ情報系システム
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熊本県における健康経営の広がり
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1,915 1,994 

2,940 

0

1,000

2,000

3,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度

熊本支部の健康宣言事業所数

健康宣言事業所数の推移健康宣言事業所数の推移

21.39%

建設業, 19.03%

11.63%

製造業, 6.92%

22.18%

医療・福祉, 

11.86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康宣言事業所

の中での割合

熊本支部全体

の中での割合

熊本支部加入事業所の業態別割合(令和5年度)

農林水産業 鉱業、採石業、砂利採取業

建設業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業

運輸業、郵便業 卸売・小売業

金融・保険業 不動産業、物品賃貸業

学術研究機関、専門・技術サービス業 宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 教育・学習支援業

医療・福祉 複合サービス業

職業紹介・労働者派遣業 その他の対事業所サービス業

修理業 廃棄物処理業

政治・経済・文化団体 その他のサービス業

公務

業態
業態内での
宣言事業所の割合

1 金融・保険業 16.83%

2 運輸業、郵便業 16.23%

3 医療・福祉 15.07%

熊本県内でヘルスター健康宣言を行う事業所が年々増えています！

出典：協会けんぽ保健事業システム



Copyright © Japan Health Insurance Association. All right reserved.

機密性2

健康経営のPDCAサイクルと年間スケジュール（１）
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１
現状を
知る

２
目標を
立てる

３
健康

づくり

４
振り返り

５
継続・
改善

１ ２

３４ ５

事業所カルテ・業態別カルテで
健康課題を確認

ヘルスター健康宣言で事業所の
目標を明確にし社内外に公開

事業所の状況に合った健康づくり
で従業員の健康度アップへ
協会けんぽのサポートも活用を

協会けんぽから毎年定期お届けす
る「カルテ」と「取り組みチェッ
クシート」で振り返り

持続する
「健康経営」
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健康経営のPDCAサイクルと年間スケジュール（２）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

「事業所カルテ」・
「業態別カルテ」を定期お届け

「取り組みチェックシート」で
の振り返り

「ヘルスター健康宣言」
（新規または見直し）

従業員の健康づくり

「健康経営優良法人認定」
（任意）

発表

最新（発行年度の前年度）のデータに
更新したカルテをお届けします。

申請

※スケジュールは、変更となる場合がございます。

まだ、健康宣言をされていない場合は、上記スケジュールに関わらず、まずは「事業所カルテ」・「業態別カルテ」の発
行をお申し込みください。お申し込み時点での最新データに基づくカルテをお届けいたします。それから「ヘルスター健
康宣言」を行ってください。

カルテ発行依頼書は協会けんぽ熊本支部ホームページからダウンロード！

協会けんぽ熊本支部ホームページ ＞ 健康づくり ＞ ヘルスター健康宣言＞カルテ発行依頼書
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事業所カルテとは
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事業所の健診結果等の直近3年間の経年変化について、「支部内（都道府県内）の事業所の平均」
及び「同業態の事業所の全国平均」との差などをご確認いただけます。

「業態別カルテ」とは・・・事業所が属する業態の健診結果等の直近3年間の経年変化について、「支部内（都道府県内）の事業所
の平均」及び「同業態の事業所の全国平均」との差をご確認いただけます。

事業所カルテの発行基準

• 被保険者50人以上の事業所の場合・・・・・・ 40歳以上健診受診者10人以上
• 被保険者10人から49人の事業所の場合・・・・40歳以上健診受診者10人以上 かつ 被保険者一人当たり医療費が年24万円以下

以下のどちらの条件にも該当されない事業所には「業態別カルテ」をご提供いたします。

事業所カルテのイメージ
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健康宣言しよう！
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「ヘルスター健康宣言シート」に宣言項目等を記入し、協会けんぽへ提出して
ください。後日、「ヘルスター健康宣言証」をお送りします。

事業所カルテ等で健康課題を確認し、
「ヘルスター健康宣言シート」を

協会けんぽへ提出。

「ヘルスター健康宣言証」
をお届け。

社内外に健康宣言をアピール。
健康経営に取り組みましょう。

選択項目

1位 過重労働防止に取り組みます

2位 運動の習慣づけを推奨します

3位 禁煙や受動喫煙防止に取り組みます

選択項目数

1位 3項目

2位 2項目

3位 1項目

選択項目
ランキング

健康経営のために
取り組む項目を選択✔
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取り組みチェックシートで振り返ろう！（１）
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分野 取り組み設問

健康宣言の
周知

「ヘルスター健康宣言証」を社内に掲げ、宣言の内容を従業員に周知している。

健康宣言を社外に公開している。

経営者自身、健康診断（35歳以上74歳以下の方は生活習慣病予防健診）を受診している。（人間
ドックを含む）

体制づくり

健康づくり担当者を選任し、協会けんぽの健康保険委員に登録している。

「健診結果」や協会けんぽから提供される「事業所カルテ」、「取り組みチェックシート」等を活用
して、自社の取組結果の振り返りを行っている。

「健診結果」や協会けんぽから提供される「事業所カルテ」、「取り組みチェックシート」等を活用
して、自社の健康課題を把握し、1年間の計画・目標を立てている。

健診

35歳以上74歳以下の従業員には、協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を受診させている。

40歳以上74歳以下の従業員の健診結果を協会けんぽに提供している。（生活習慣病予防健診の受診
者は提供不要）

従業員を通じて、40歳以上74歳以下の被扶養者（家族）に特定健診の受診（協会けんぽの受診券利
用）を勧奨している。

保健指導・
重症化予防

協会けんぽや健診機関から特定保健指導の案内があった従業員には特定保健指導を受けさせている。

従業員の健診結果を把握し、要精密検査や要治療等の所見がある対象者に医療機関への受診を勧奨し
ている。

要精密検査や要治療等の所見がある従業員が医療機関を受診しやすいように配慮している。

運動
ラジオ体操やストレッチ等の運動奨励の取り組みを行っている。

階段の活用等、日常的な歩数や身体活動を増やす工夫を行っている。

年に一度、取り組みチェックシートで振り返りを行いましょう。

最新の事業所カルテをお送りする際に同封します。宣言した取り組みを実行できたか、他に取り組めることは無いか
など、振り返りのためにご利用ください。取組結果により、必要に応じて宣言内容の見直しを行いましょう。

取り組みチェックシート
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分野 取り組み設問

食事
職場での食事や飲み物の改善への取り組みを行っている。

日頃の食生活の乱れがないか声掛け等を行っている。

飲酒 従業員に対し、節度ある飲酒を守るよう啓発している。

たばこ
受動喫煙防止対策を行っている。（喫煙者がいない場合も○）

喫煙者を減らす取り組みを行っている。（喫煙者がいない場合も○）

歯・口腔 口腔ケアへの取り組みを行っている。（例：歯科研修・歯科検診の勧奨・歯ブラシの支給等）

過重労働
防止対策

過重（長時間）労働防止対策を行っている。

有給休暇の取得促進に向けた環境・雰囲気づくりを行っている。

メンタル
ヘルス対策

メンタルヘルス対策を推進するため、管理職を含む全従業員に情報提供や研修等を行っている。

メンタルヘルスについての相談窓口を設置し、不調者へのサポート体制を整えている。

ストレスチェックを実施している。

ヘルス
リテラシー
の向上

従業員に対し健康に関する研修やセミナーを年に1回以上実施している。

事業主または健康づくり担当者が協会けんぽのメールマガジンに登録している。

協会けんぽ熊本支部からの広報物を全従業員に周知している。

環境づくり

女性特有の健康課題に対応する環境や支援体制を整えている。

病気治療と仕事の両立や病気休職者の職場復帰を支援する体制を整えている。

役職や部署を越えたコミュニケーション促進に向けた取り組みを行っている。

感染症予防対策を行っている。

法令遵守
従業員の健康管理に関する法令について違反していない。（定期健診の実施・50人以上の事業場に
おいてのストレスチェックの実施・労働基準法と労働安全衛生法の遵守）

協力提携
国及び協会けんぽが推進するジェネリック医薬品使用促進について従業員に周知している。

熊本県が実施する「くまもとスマートライフプロジェクト応援団」に登録している。

取り組みチェックシート
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健康診断の費用補助（35歳以上）

ご自宅や勤務先周辺で、受診する
健診機関を選択することができます。

定期健診の項目に胃がん・大腸がんの
がん検診をプラスした充実内容です。

▲毎年3月下旬に事業所様宛にご案内をお送りしています。
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生活習慣病予防健診の検査内容

健診の種類 協会けんぽの生活習慣病予防健診 労働安全衛生法の定期健康診断

検
査
項
目

問診・身体計測 ○ ○

腹囲 ○ ○

視力・聴力 ○ ○

血圧 ○ ○

尿 ○ ○

胸部レントゲン ○ ○

血液（貧血など） ○ ○

肝機能 ○ ○

血中脂質 ○ ○

血糖 ○ ○

心電図 ○ ○

尿酸★ ○

血清クレアチニン（腎機能）★ ○

胃部レントゲン（胃がん検査）★ ○

便潜血反応（大腸がん検査）★ ○

眼底★ △（医師の判断により実施）

★…生活習慣病予防健診にのみ含まれる検査項目です。
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協会けんぽへの健康結果の提供をお願いします！

事業者健診結果データの提供は事業主の義務です！

「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条において、保険者が事業主等に対し健診結果の写しを提供するよう求めることができること、

また、提供を求められた事業主等は健診結果の写しを提供しなければならないことが規定されています。事業者健診結果データを医療保

険者に提供することは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に抵触するものではありません。

＜参考＞「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）抜粋

第二十七条

３ 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に

係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

４ 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健

康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければな

らない。

提供の対象となる方

特定健診の受診が義務付けられている40歳以上75歳未満の協会けんぽ被保険者が対象となります。

なお、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診されている方については、健診機関から直接協会けんぽにデータ提供があるため、

健診結果の提供は不要です。

協会けんぽの生活習慣病予防健診 生活習慣病予防健診以外の健診

40歳以上75歳未満 事業所からのデータ提供不要 事業主が協会けんぽにデータを提供
しなければならない。（紙媒体でも可）

健康診断の種類

提供の対象となる方
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健康経営優良法人 健康経営度調査・中小規模法人部門の評価項目をクリア

▼健康経営度調査票サンプル（令和5年度／中小規模法人部門）

同意書を提出し健診機関から健診結果を提供している・・・・・・・・・・・→選択肢1

協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を利用している・・・・・・・・・・・→選択肢2

事業所から直接協会けんぽへ健診結果の写しを提供している・・・・・・・・→選択肢3

過去に同意書を提出したことがなく、今年初めて同意書を提出する場合・・・→選択肢4
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特定保健指導

健診の結果より、生活習慣病の発症リスクがある方に対し、保健師・管理栄養士がお一人おひとりに寄り添った
方法で、無理のない減量や生活習慣の改善のアドバイスをしていきます。

対象となる方 （メタボリックシンドロームのリスクがある方）

健診を受けた40歳以上の方のうち… 以下の追加リスクが1つ以上ある方

腹囲
男性:85cm以上
女性:90cm以上

BMI 25以上

または

さらに

対象に該当

不規則な生活習慣により、お腹周りに内臓脂肪がたまることで、高血圧・高血糖・脂質異常などが起こり、
生活習慣病になりやすくなっている状態のことです。

メタボリックシンドローム（メタボ）とは？

血圧

収縮期血圧130mmHg以上
または

拡張期血圧85mmHg以上

血糖

空腹時血糖100mg/dl以上
または

HbA1c5.6%(NGSP値)以上

脂質

空腹時中性脂肪150mg/dl以上
または

HDLコレステロール40mg/dl未満
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特定保健指導ご利用の流れ

１ 目標の設定（20～30分の初回面談）

健診結果を分かりやすく丁寧に説明します。
ライフスタイルや体の状態に合わせて、生活習慣の改善に向けた目標と行動計画を一緒に考えます。
利用方法は次の3パターンからお選びいただけます。

１｜健診当日

健診機関で面談

健診受診後にお声がかかりまし

たら利用しましょう！

２｜健診後日※

協会けんぽの保健師・管理栄養士

が事業所を訪問し面談

３｜健診後日※

タブレット等によるリモートで
の面談

※健診当日に健診機関で受けていない場合、健診から約2か月後に、
事業所様宛てにご案内をお送りします。
事業所担当者様は、案内文書を対象者様にお渡しください。
また、面談時間や面談場所の確保にご協力をお願いします。

２ 3か月以上のチャレンジ

３ 目標達成度のチェック

１で考えた具体的な行動計画を実践します。
保健師または管理栄養士が応援します。

設定した目標を達成できたのか確認を行うとともに、
引き続き健康づくりについての取り組みをアドバイスします。
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健康保険委員

協会けんぽの健康保険事業について、事業主・加入者の皆様のご協力による事業の推進を図るため、広報・相談・健康保険
事業の推進・モニター等にご協力いただく被保険者を健康保険委員として、各都道府県支部長が委嘱しています。
健康宣言を行っていただく際にご登録いただく健康づくり担当者は、同時に健康保険委員として登録されることになります。

ご登録いただくと…

⚫情報紙【スマイルけんぽ】をお届け

年4回、健康保険委員様にお送りしています。
協会けんぽからのお知らせ、法改正などの最新情報や
健康づくりに関する耳寄り情報などをお届けしています。

⚫【協会けんぽGUIDEBOOK】をお届け

健康保険給付や健診などに関する内容を網羅した冊子と、申請
書の記入方法・必要書類がわかる冊子の2冊をお届けします。
内容の改訂があればその都度最新版をお送りします。
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健康保険委員にご登録いただくと、「組織体制（健康づくり担当者の設置）」の評価項目において、実績として回答できます。

ポイント1：Q8.全ての事業場に健康づくり担当者を設置
「全ての事業場」において、設置することが必要です。

一つの適用事業所に複数の健康保険委員を登録できますので、
事業場ごとに健康保険委員の登録を行ってください。

健康保険委員の登録申し込みは随時受け付けています。

登録届は、協会けんぽホームページからダウンロード！

協会けんぽ熊本支部ホームページ ＞ 健康保険委員 ＞
登録・変更手続き

ポイント2：SQ2.資格を持っている健康づくり担当者
「その他［健康保険委員］」と記入できます。

ポイント3：SQ3.連携している外部の専門家
P20の特定保健指導に係る面談で、協会けんぽの保健師・
管理栄養士の派遣実績があれば、「その他［協会けんぽの保
健師・管理栄養士］」と記入できます。

健康経営優良法人 健康経営度調査・中小規模法人部門の評価項目をクリア

健康宣言シートにご記入いただいた健康づくり担当者様は、
健康保険委員として登録されます。
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メールマガジン

保健師・管理栄養士による健康コラム・レシピや旬の情報などを毎月20日頃に配信しています。

⚫登録は二次元コードから簡単！

スマホで下の二次元コードを読み取って、
登録してください。

健康経営優良法人 健康経営度調査・中小規模法人部門の評価項目をクリア

メールマガジンの受信登録をしていただき、以下のA・Bどちらかの条件を満たすと、

「管理職または従業員に対する教育機会の設定」の評価項目において、実績として回答できます。

A:全従業員にメルマガを登録してもらう

B:ご担当者様が登録し、全従業員にメールを転送もしくは回覧する
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健康経営事例集を作成しています！

健康宣言を行っている様々な業種の事業所の取り組み事例を集めました。
健康づくりや健康経営のヒントがあるかも！
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保険会社名称（順不同）

東京海上日動火災保険株式会社熊本支店

アクサ生命保険株式会社熊本支社

SOMPOひまわり生命保険株式会社熊本支社

三井住友海上火災保険株式会社熊本支店

明治安田生命保険相互会社熊本支社

第一生命保険株式会社熊本支社

住友生命保険相互会社熊本支社

AIG損害保険株式会社熊本支店（8/1～予定）

協会けんぽ熊本支部では、健康経営の普及を目指した相互協力・連携のため、
以下の保険会社と協定を締結しています。
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くまもと健康企業会

「熊本を日本一健康な県にする」をモットーに、健康経営の質の向上と健康経営優良法人認定の取得を目指す
企業同士で集まり、企業間の垣根を越えて取り組みの好事例等を共有しています。

主な活動

⚫健康経営優良法人認定申請対策セミナー
令和６年９月５日（木）14：00～
＠テルサホールで開催します。
参加費は無料です。参加申し込み受付中！

⚫健康経営取り組み事例発表会
グループディカッションを中心としてた情報交換会です。
例年２月～３月頃開催予定。

くまもと健康企業会の取り組みが認められ、厚生労働省保険局長から表彰を受けました。
また、同じ年に熊本県健康づくり県民会議においても「健康経営、健診・がん検診部門」で表彰を受けました。

「第10回健康寿命を延ばそう！アワード」において、厚生労働省保険局長優良賞を受賞しました

くまもと健康企業会のご案内や入会届はホームページからダウンロード！
協会けんぽ熊本支部ホームページ ＞ 健康づくり ＞ くまもと健康企業会
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ご清聴ありがとうございました。


